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番号 相談者 障害種別 行為者 相談概要 対応概要

1 本人 精神障害 元職場

６月で定年退職となり、再雇用を希望していた
が、再雇用の条件がひどく納得できないもので
あった。障害者への不当な扱い、合理的配慮に欠
けるものではないか。

　９月に本人に南区支援課・南区障害者生活支援センターが聞き取りを
実施。雇用条件が障害を理由とした内容なのか証明ができないため、ハ
ローワークを案内。元職場への訴えについては再度ご自身で検討しても
らうこととした。

2
不動産
仲介業

者
身体障害

賃貸不
動産の
貸主

　物件の賃貸契約が済み、入居当日に本人が貸主
に挨拶へ行ったところ、貸主から障害のある人の
居住は不可と管理会社を通して仲介業者に伝えら
れた。（本人には伝えられていない）

浦和区支援課から、相談内容について貸主の発言は問題があると考えら
れる旨を説明。今後、実際に入居拒否の話が本人に伝わる等した場合に
は、本人から支援課へ連絡してもらうよう仲介業者へ伝える。

　　障害者差別に関する相談状況(令和7年12月末時点)

・個人情報保護のため、概要のみ記載しています。
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